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1. ご挨拶 

現在、日本では男性従業員の産休制度の新設や男性従業員への育休の周知義務等が提案されています。仕

事と育児を両立できる社会を実現し出産・育児による従業員の離職を防ぐことは日本以外の国においても重要な

課題となっており、それぞれの国において産休・育休に関する法制度が整備されています。そのため、産休・育

休の申請がいつされても対応できるように、産休・育休に関する法制度をあらかじめ把握し産休・育休期間中の

業務体制等についてあらかじめ考えておくことが必要となります。 

そこで、本号では、現時点（1 月29 日）における各国の COVID-19 関連の規制状況及び入国規制並びに各国

の産休・育休に関する法制度の概要について紹介いたします。 

 

2. 社外取締役、顧問契約、内部通報窓口業務のご案内 

社外取締役の重要性が高まっており、企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード）の改定指針では東証 1

部を引き継ぐ「プライム市場」の企業に対し、独立した社外取締役を全体の 3 分の 1 以上にするよう求める見通し

です。当グループは海外経験豊富な弁護士が揃っており、海外展開をしている又は予定がある企業に対して法

的観点からの助言のみならず実体験に基づくビジネス上の助言をできると思いますので、社外取締役を探して

いる場合には遠慮なくご相談ください。 

次に、法律顧問料の見直しをご検討中の方、当事務所は個々の事情に合わせて柔軟に顧問契約プランを設

定可能です。また、当グループでは 1 か国のみならず、複数国を顧問対象とするグローバル顧問契約も用意し

ております。個々のご事情に沿った顧問契約を承っておりますので、遠慮なくご相談ください。 

また、当グループは顧問契約などの継続的なお取引のない方でも、案件ごとにご依頼いただけます。 

・ 法律顧問契約を解約した、顧問先がない 

・ 人員削減のため手が回らない 

・ 法務に関する事案は日本の親会社の法務部が管轄するが、現地でのサポートが欲しい、etc.… 

といった方、新規取引に関する契約書の作成やレビュー、雇用契約に関するご相談、債権回収に関するご相

談、日本語での解説、書類の用意、手続き代行など、幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

内部通報窓口について、日本のみならず、当事務所の拠点がある各国でも対応可能です。近時、海外拠点に

おいても窓口を設ける企業が増加しており、委託先を探されている企業はご相談下さい。 
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3．対応業務及び対応方法 

法人のお客様がメインですが、個人のお客様にも対応しております。不動産購入、賃貸借トラブル、相続、国

際離婚、ビザ手続、証明書申請の代行など、ご不安なことがありましたらご相談ください。 

当グループは直接の面談に限らず、スカイプ及び Zoom 等の手段を利用してオンラインでの面談についても

対応しております。また、日本国内においても東京、大阪及び佐賀に事務所を有しており、ご都合の良い事務所

にお越し頂き、その事務所にて各国の事務所と繋いで対応させて頂くことも可能です。 

また、海外の案件のみならず、日本国内の案件についても幅広く取り扱っておりますので何かございましたら

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

4．ジェトロのプラットフォームコーディネート事業及び中小機構の国際化支援のご案内 

当グループのミャンマー事務所、マレーシア事務所及びメキシコ事務所はジェトロのプラットフォームコーディ

ネーターに選任されております。 

https://www.jetro.go.jp/services/platform/ 

更に、2020 年度も昨年に引き続き、当グループの共同代表の堤雄史弁護士及び永田貴久弁護士、また、荻原

星治弁護士が（独）中小企業基盤整備機構の国際化支援アドバイザーに選任されております。 

上記事業の利用要件を満たせばこれらの制度を利用して無償で相談可能ですので、是非積極的にご活用下

さい。 恐縮ですが、これらの制度の利用を希望される方は当事務所に直接連絡を頂く形ではなく、ジェトロ又は

（独）中小企業基盤整備機構にご連絡頂きますようお願いいたします。 

なお、以下の情報は全て 1 月29 日時点の情報であり、今後変更がある可能性についてご留意ください。 

1．バングラデシュの投資・労務ガイドブック出版 

バングラデシュは、21 世紀に有数の経済大国に成長する高い潜在性があるとされる国のひとつとして、今後の

成長が期待されています。8 か国 11 地域に拠点をもち、海外新興国への事業進出を検討している日系企業様を

法律面でサポートしてきた豊富な経験をもつ TNY Group による、バングラデシュでのビジネス成功のための必読

書です。バングラデシュの会社法および労働法の規定に基づいた実務的な内容となっており、バングラデシュ

への投資を検討している投資家、新興国への進出を目指す企業のみならず、既に事業を展開している方々への

参考書としてお役に立つ一冊です。是非、ご一読ください。 

バングラデシュ投資・労務ガイドブック: バングラデシュでのビジネス成功のための必読書 

詳細はこちら: https://www.amazon.co.jp/dp/B08SW9RSNP/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_KO5.FbASS0AD5 

 

2．ミャンマー法務会計オンラインセミナー 

MVC 会計事務所との共催にて、ミャンマー法務会計オンラインセミナーを開催いたします。 

（記・2 月9 日開催 日本語でのセミナー） 

(1) 日時：2 月9 日（火）16：00～17：30（日本時間） 13：30～15：00（ミャンマー時間） 

(2) 言語：日本語 

第2．今月の出版及びセミナーのお知らせ 

https://www.jetro.go.jp/services/platform/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08SW9RSNP/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_KO5.FbASS0AD5
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(3) 形式：Zoom ウェビナー 

(4) 参加料金：2000 円（USD、MMK でのお振込みもお受けいたします。ヤンゴンにおいては現金でもお受け

いたします。事前にお支払い頂く形となります。なお、お振込み後の返金はいたしかねますのでご了承下さ

い。） 

（5） プログラム 

1) ミャンマー税務会計アップデート 

自己申告制度（SAS）への移行と直近の税務の環境（45 分） 

2) ミャンマー法務 

最近の法改正とコロナに関連してよく質問がある労務関連のテーマ （45 分）  

チャットボックスを利用したQ&Aのお時間も設けますが、時間内に回答できない場合にはのちほどメールに

て回答をお送りいたします。 

（6） お申込み方法  

以下URL より事前にご登録をいただきましたら、参加費のお振込み先をご案内いたします。 

ウェビナー登録 - Zoom 

 

（記・2 月16 日開催 ミャンマー語でのセミナー） 

（1） 日時：2 月16 日（火）16：00～17：30（日本時間） 13：30～15：00（ミャンマー時間） 

（2） 言語：ミャンマー語 

（3） 形式：Zoom ウェビナー 

（4） 参加料金：25000Ks（USD、JPY でのお振込みもお受けいたします。ヤンゴンにおいては現金でもお受け

いたします。事前にお支払い頂く形となります。なお、お振込み後の返金はいたしかねますのでご了承下さ

い。） 

（5） プログラム 

1） ミャンマー税務会計アップデート  

自己申告制度（SAS）への移行と直近の税務の環境（45 分） 

2） ミャンマー労務 

労務関連のテーマ （45 分）  

チャットボックスを利用したQ&Aのお時間も設けますが、時間内に回答できない場合にはのちほどメールに

て回答をお送りいたします。 

（6） お申込み方法  

以下URL より事前にご登録をいただきましたら、参加費のお振込み先をご案内いたします。  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kxLgyqBlR-GX5aIiyFu1yQ 

 

3．メキシコオンラインセミナー 

ジェトロメキシコ事務所が主催するウェビナー「USMCA 最新動向、知的財産権保護、テレワークに関する連邦

労働法の改正について」にて、ジェトロ PF 事業コーディネーターを務める南智士弁護士と津村が、メキシコの知

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gqqP754gR8OssnGOjzLzYw?fbclid=IwAR1vaS9tOOScv4GHkxVVKFNYZEbBa8zHSJfEdTY_UAq_ZXErOF0XH6OvjG0
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kxLgyqBlR-GX5aIiyFu1yQ
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的財産権保護と 1 月 11 日付の連邦官報において公布されたテレワークに関する連邦労働法の改正について

講演いたします。 

無料のセミナーとなっておりますので、奮ってご参加ください。  

日時：  2 月 10 日（水）午前 10：30〜13：00 (メキシコ中部時間) 

ツール： ZOOM ウェビナー方式 

詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/mexico/topics/USMCA210210.pdf 
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１．日本 

（1） COVID-19 関連の規制状況 

2 月 7 日までを対象期間とし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、

兵庫県、福岡県を対象に、緊急事態宣言が行われました（首都圏の一都三県は 1 月 8 日から、その他の府県は

第3．各国の国内の COVID-19 関連の規制状況及び入国規制 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/mexico/topics/USMCA210210.pdf
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1 月14 日から）。対象都府県では、新規感染報告が過去最多を記録し続け、医療体制がひっ迫しており、緊急事

態宣言の期間延長の可能性が議論されています。 

今回の緊急事態宣言は、社会経済活動を幅広く止めるものではなく、具体的には、飲食を伴うものを中心とし

て対策が講じられています。飲食店に対する営業時間短縮要請を行うと共に、外出自粛の要請、テレワークの推

進などが行われています。（新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省HP）） 

(2) 入国規制 

① 検疫の強化 

海外から日本への全ての入国者は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前 72 時間以内の検査証明書」の提出

が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機

することとなり、検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合があります。加え

て、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14 日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の

保存、接触確認アプリの導入等について誓約することになりますが、「誓約書」が提出できない場合、検疫所が

確保する宿泊施設等で待機することになります。また、誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対

象となり得るほか、（a）日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、（b）在留

資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消

手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。（水際対策に係る新たな措置について（厚生労働

省HP）） 

② 上陸の拒否 

日本上陸前 14 日以内に上陸拒否の対象国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がな

い限り、上陸を拒否されます。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、上陸拒否対象地域を給油や乗り継

ぎ目的で経由（経由地で入国する場合は除く）した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在

歴があるとはみなされません。 

（新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について（外務省HP）） 

（新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について（出入国在留管理庁HP）） 

(3) 国際的な人の往来の再開  

政府は、ビジネス上必要な人材等の出入国について、対象国・地域で、① ビジネストラック、② レジデンスト

ラックのスキームの利用を開始していましたが、これらのスキームは一時停止されています。 

（国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について（外務省HP）） 

 

２．タイ 

(1) COVID-19 関連の規制状況 

タイの COVID-19 の累計感染者数は 16,221 名です。この内、11,287 名が回復し、現在医療機関で治療中の

者は 4,858 名となっています。また、非常事態宣言は、2 月28 日まで延長されています。 

1 月 4 日、バンコク都は、午後 9 時以降のレストランなどでの店内飲食を規制し、テイクアウトのみの提供を可

能とする措置を発表しています。 

1 月 6 日、タイ政府は、サムットサコーン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラット県の 5 県を対象

として、往来許可証の提示や、検温等をチェックポイントで実施する、移動の制限等の規制を発表しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
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1 月21 日、バンコク都は、一時閉鎖されていた以下の施設の使用再開を発表しています。 

ボードゲーム場、ゲームセンター、インターネットカフェ、高齢者介護施設、競技場（ボクシング場、競馬場等は

含まない）、宴会場及び類似の施設、美容施設、フィットネス・ジム、スパ、マッサージ施設、ボウリング場、スケ

ート・ローラーブレード場、類似の遊戯場、ダンス場 

(2) 入国許可証（COE）の新登録システム 

1 月以降のタイ入国に関する COE の申請について、新しい COE 申請システムが運用されています。手続き

の流れは以下のとおりとなります。 

① ビザ申請（再入国許可をすでに所持している場合は不要） 

② COE 新システムより COE 申請 

③ COE 登録の承認後、医療保険、航空券及び ASQ ホテル予約確認書をオンラインシステムにて登録 

④ COE 発行後、オンラインシステムより COE をダウンロード 

⑤ Fit to Fly(英文)及び渡航72 時間以内発行の PCR 検査結果（英文）を用意 

 

３．マレーシア 

（1） 入国手続 

① 出国前 

• アプリ MySejahtera をダウンロードし、健康宣言を記入する 

• PCR 検査（スワブ検査）を出国3 日以内に受検査する（任意） 

② 到着時 

• アプリ MySejahtera で「旅行者」用の QR コードを読み取る 

• 体温測定、健康状態の確認の実施 

③ 到着後 

体温測定、健康状態の結果及び出国前の PCR 検査（スワブ検査）結果の有無により、扱いが異なります。 

（a） 症状がなく、PCR 検査（スワブ検査）結果がある場合 

• 7 日間の隔離施設入所 

• 5 日目の PCR 検査（スワブ検査）の受検 

• 14 日目までのセルフモニタリング 

（b） 症状がなく、PCR 検査（スワブ検査）結果がない場合 

• PCR 検査（スワブ検査）の受検 

• 10 日間の隔離施設入所 

• 8 日目の PCR 検査（スワブ検査）の受検 

• 14 日目までのセルフモニタリング 

（c） 症状があった場合 

• 症状のある旅行者への措置 

 

（2） 移動制限令 

① はじめに 
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2021 年感染症の予防と管理規則（感染地域内での措置）（移動制限）（No. 2）（PREVENTION AND 

CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES (MEASURES WITHIN INFECTED LOCAL AREAS)(MOVEMENT 

CONTROL)(NO. 2) REGULATIONS 2021）が 1 月21 日に公布され、同月22 日から施行されています。 

② 適用対象地域 

  本規則は、1 月22 日から同年2 月4 日の間、以下の地域を対象に適用されます。 

• State of Johore 

• State of Kedah 

• State of Kelantan 

• State of Malacca 

• State of Negeri Sembilan  

• State of Pahang 

• State of Penang 

• State of Perak 

• State of Perlis 

• State of Sabah 

• State of Selangor 

• State of Terengganu 

• Federal Territory of Kuala Lumpur 

• Federal Territory of Putrajaya 

• Federal Territory of Labuan 

• Division of Sibu, State of Sarawak（＊他の地区については、2021 年感染症の予防と管理規則（感染

地域内での措置）（条件付移動制限）（No. 2）（PREVENTION AND CONTROL OF INFECTIOUS 

DISEASES (MEASURES WITHIN INFECTED LOCAL AREAS)(CONDITIONAL MOVEMENT 

CONTROL)(NO. 2) REGULATIONS 2021）が適用されます。） 

③ 移動制限 

感染地域内のある場所から別の場所への又はある感染地域から別の感染地域への移動は禁止されていま

す。ただし、（a）の目的のために、（b）の条件を遵守して移動をすることは認められています。 

（a） 移動目的 

a) 食品、医薬品、栄養補助食品、又は日用品を購入するため 

b) 食品、医薬品、栄養補助食品、又は日用品を供給又は配達するため 

c) ヘルスケア又は医療サービスを受けるため 

d) （a）及び（c）以外のエッセンシャルサービス提供者から商品を購入する又はサービスを受けるため 

e) 公務、司法上の義務又は権限を与えられた公務員により承認されたその他の義務を遂行するため 

f) エッセンシャルサービスを提供する、又はエッセンシャルサービスに関連する義務を履行するため 

g) 自然災害により影響を受けた人に人道援助を提供するため 又は 

h) 学習機関での学習に参加する、又は学習機関における義務を遂行するため 
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（b）移動の条件 

a) エッセンシャルサービスの提供者から食品、医薬品、栄養補助食品、日用品、又はその他の商品を

購入する場合 

i. 住居から半径10 km 以内（半径10km 以内に購入できる場所がない場合、最寄りの場所） 

ii. 同行者は 1 名のみ（同居者に限る） 

b) ヘルスケア又は医療サービスを受ける場合 

i. 住居から半径10 km 以内（半径10km 以内にサービスを受けられる場所がない場合、最寄りの場

所） 

ii. 同行者は 2 名まで 

c) 公務又は司法上の義務を遂行する場合 

    権限を与えられた公務員からの要求を受けた場合、承認書の作成を受ける 

d) エッセンシャルサービスを提供するため、又はエッセンシャルサービスに関連する義務を遂行する場

合 

権限を与えられた公務員の要求に応じて、必要な証拠を提供する 

e) ヘルスケア又は医療サービス以外のエッセンシャルサービスを受ける場合 

    権限を与えられた公務員の要求に応じて、必要な証拠を提供する 

f) 自然災害により影響を受けた者に人道援助を提供する場合  

i. 権限を与えられた公務員の要求に応じて、必要な証拠を提出する 

ii. 関係当局の指示に従い、他の者を同伴することができる 

g) 学習機関での学習に参加するため、又は学習機関での義務を遂行する場合  

    権限のある役員の要求に応じて必要な証拠を提出する 

（c） その他 

その他に、試験を受けるための移動や特別な理由での移動に対する個別の許可についての定めが置か

れています。 

④ 行列の禁止 

行列への参加・関与は禁止されています。 

⑤ 集会の禁止 

目的を問わず、感染地域内の施設での集会は禁止されています。ただし、関係当局の指示に従うことを条

件に、モスク等での宗教活動及び葬儀のための集会は認められています。 

⑥ エッセンシャルサービス 

本規則におけるエッセンシャルサービスとは、以下の事業をいうものとされています。 

（a） 製造業 

• 航空宇宙（部品、メンテナンス、修理及びオーバーホール） 

• 自動車（車両及び部品） 

• 飲食物 

• 梱包及び印刷 

• 家事用品、パーソナルケア用品、及び洗浄剤 
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• ヘルスケア製品及び栄養補助食品を含む医薬品 

• 個人用保護具及び防火設備 

• 医療機器の部品 

• 電気・電子製品 

• 石油及びガス 

• 石油化学製品 

• 化学製品 

• 機械及び装置 

• ハンドグローブ製造用セラミックモールド 

• 鉄鋼 

• 個人用保護具製造用の繊維 

• 家具 

• 燃料及び潤滑油 

（b） サービス業 

• 自動車（メンテナンスと修理） 

• 国防・警備 

• 金融 

• 銀行、保険、タカフル、ブルサなどの金融機関 

• 中央銀行によって認可、承認、または登録された機関 

• マレーシア証券委員会によって認可、登録、又は規制されている資本市場機関 

• 市議会及び地方自治体 

• 固形廃棄物の管理及び下水道 

• 公共の清掃 

• 施設の清掃及び衛生 

• 電気通信、インターネット、郵便、宅配便、及び放送を含む通信 

• グローバルビジネスサービスを含む情報技術、コールセンター 

• e マーケットプレイス、デジタル決済、ローカル e コマースサービスセンターを含む e コマース 

• 映画編集を含むスタジオでのデジタルクリエイティブコンテンツ開発 

• 質屋及び認可された貸金業者 

• ホテル及び宿泊施設 

• 獣医サービスを含む農業、漁業及び畜産 

• 農場、アナツバメの巣、馬の農場、動物加工工場、食肉処理場、家畜、畜産食品工場、ペットショッ

プの管理 

• 疫病及び家畜生産の調整、家畜投入の調整、及び輸出入を含む家畜産業関連製品の管理 

• 動物の健康管理 

• 水及びエネルギーの供給の安全性、改善、保守、検針を含むユーティリティ 
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• 会計士、弁護士、監査人、エンジニア、建築家を含む科学、研究開発、技術及びメンテナンスの分

野における専門サービス 

• セキュリティ管理 

• 陸路、水路、又は空路による輸送 

• 港湾、埠頭、空港のサービス、及び貨物の荷役、輸送、水先案内、商品の保管又は集約 

• 司法及び法律サービス 

（c） 建設 

• 重要なメンテナンスと修理作業 

• 主要な公共インフラ建設工事 

• 建設現場又は集約化された労働地区に労働者の宿泊施設を提供する建築工事 

（d） 流通取引 

• 倉庫保管及びロジスティクス 

• 食品及び飲料の販売・配送 

• 小売、流通、卸売 

（e） 農業生産物 

• 農業、漁業、畜産 

• 農業生産物 

（f） その他 

その他保健大臣によって決定された事業 

 

４．ミャンマー 

（1） COVID-19 関連の規制状況 

現時点の COVID-19 関連の規制としては、30 名以上の集会禁止措置（通勤等は除外されます）及びヤンゴン

地域における深夜 0 時から午前 4 時までの夜間外出禁止措置が維持されています。法令上、工場、店舗、飲食

店等においてはガイドラインを順守し、グレード A を取得した場合にのみ操業を再開できるとされているものの、

事実上多くの店舗がグレード A を取得しないまま操業を再開するなど、規制の一部は有名無実化しています。

徐々に感染者数が減少しており、一時期は公園も封鎖されましたが、1 月下旬より一定の時間帯は公園の封鎖が

解除されるようになりました。 

(2) 入国規制 

国際旅客機の着陸禁止措置が続いております。12 月下旬より、入国時のホテル隔離期間が 15 日間に延長さ

れました。2 月の日本からの救援便は 4 日・11 日・18 日・25 日の 4 便が運航予定です。 

(3) クーデター 

 2 月1 日未明に与党NLD の幹部が拘束されました。正午（日本時間）時点において、1 年間の非常事態宣言が

発令され、国軍出身のミン・スエ副大統領が大統領代理として就任しました。立法・行政・司法の全権がミン・アウ

ン・フライン国軍総司令官に移るとみられます。また、電話回線が遮断されており、空港等も一時的に閉鎖されて

おり、今後の動向を注視する必要があります。 
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５．メキシコ 

(1) COVID-19 関連の規制状況 

メキシコ国内の COVID-19 感染者は、引き続き増加傾向にあり、感染リスクを示す連邦政府の信号（赤、橙、黄、

緑の 4 段階があり、赤が最も深刻）では、1 月 18 日の週には、赤が 10 州、橙 19 州、黄 2 州、緑１州となり、後退

する州が多く出ています。連邦政府による新たな規制は見られませんが、感染が拡大傾向にある州では、マスク

の着用や不要不急の外出の自粛、商業施設等に対する営業時間の短縮などの要請、規制が行われています。 

(2) 入国規制 

メキシコへの入国については、政府による国境閉鎖や外国人の入国制限等は行われていませんが、2020 年3

月21 日より米国政府による米墨国境における不要不急の渡航制限が行われており、1 月12 日にメキシコ政府合

意のもと 2 月 21 日までの延長が決定されました。本制限は、空路や海路での移動については適用しないとされ

ています。なお、米国疾病予防センター（CDC）は、1 月 26 日より米国への空路での入国に際し、2 歳以上のす

べての人に対して、出発前 3 日以内に実施したウイルス検査の陰性証明を提示することを義務付けています。メ

キシコへの出入国に際し米国を経由する場合にも適用されます。また、メキシコにおいては、空路による出入国

に際し、体調や渡航履歴に関するアンケートの記入・提出や検温によるスクリーニングが実施されています。 

 

６．バングラデシュ 

（1） COVID-19 関連の規制状況 

バングラデシュ内務省が発表した 2020 年 9 月 1 日以降の人々の移動及び活動に関しての COVID-19 拡大

予防措置が継続されており、外出時のマスク着用や、人と人との距離を保つ等の感染予防措置を講じることが求

められており、違反した場合は法的措置を受けることがあります。 

(2) 入国規制 

バングラデシュへの乗り入れが許可されている国際便は以下の通りです。 

（対象国及び地域）バーレーン、中国、サウジアラビア、マレーシア、モルディブ、オマーン、カタール、スリランカ、

シンガポール、トルコ、アラブ首長国連邦、英国 

バングラデシュ入国の際，有効な査証を持つ外国人については、渡航前 72 時間以内に取得した COVID-19 陰

性であることが記載された英訳付きの診断書を提出する必要があり、入国後の 14 日間の自主隔離も引き続き要

請されています。 

 

１．日本 

(1) 産休（産前産後休業） 

① 産休期間 

労働基準法では、母体の保護の観点から必要な産休を定めています。使用者は、6 週間（双子以上の場合

は 14 週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、その者を就業させることはできません（第 65

条（1））。また、使用者は、産後 8 週間を経過しない女性を就業させることができません（第 65 条（2））。産後休

業は、本人が就業を希望しても与えられなければならない強制休業ですが、産後 6 週間を経過した女性が請

第4．各国の産休・育休に関する法制度の概要 
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求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせても差し支えありません（第65条（2 但書））。また、産前

産後休業期間中及びその後30 日間は懲戒理由であっても解雇することはできません（第19 条）。 

② 労働時間 

妊産婦（妊娠中の女性および産後一年を経過しない女性）については、就業時間の制限に関する規定があ

ります。妊産婦から請求があった場合は変形労働時間制であっても週 40 時間、1 日 8 時間以上の労働をさせ

てはなりません（第 66 条（1））。また、36 協定を締結していても、時間外労働、休日労働、深夜労働が禁止され

ています（第 66 条（2）（3））。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければ

なりません（第65 条（3））。 

③ 賃金の支払い 

産休中の賃金の支払いについては労働基準法の規定はありませんが、産休中の給与が支払われない又は

給与の満額が支払われない場合は、健康保険から賃金の 3 分の 2 相当額の出産手当金が支給されます（健

康保険法第 102 条）。また、産休中は、事業主の年金事務所への申出により、厚生年金・健康保険料が本人負

担分及び事業者負担分がともに免除されます。 

 

(2) 育休（育児休業） 

① 育休期間 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下、「育介法」といいます）」

により、1 歳に満たない子供を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子供が 1 歳になるまでの間

で希望する期間、育児のために休業できる旨が定められています（育介法第 5 条(1)）（一定の場合は 2 年まで

延長が可能。後述）。家族などで、事実上、子供の世話が可能な者がいても、関係なく取得することができます。

有期契約労働者が育児休業を取得できる要件（育介法第5 条（1 但書））は以下の通りです。 

(a) 同一の事業主に引き続き 1 年以上雇用されること 

(b) 子供が 1 歳6 か月（2 歳までの休業の場合は 2 歳）に達するまでに労働契約の期間が満了することが

明らかでないこと 

使用者は、取得の要件を満たす労働者から請求があった場合、育児休業を拒むことはできません（育介法第 6

条）。また、使用者は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対し

て解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません（育介法第10 条）。 

 子供が 1 歳に到達した日において当該労働者又は配偶者が育児休業をしている場合で、以下のいずれか

に該当する場合は、1 歳6 か月に達する日まで育児休業をすることができます（育介法第5 条(3)、施行規則第

6 条）（有期契約労働者でその配偶者で子供の１歳到達日において育児休業をしている場合は、上記(a)、(b)の

いずれにも該当し、かつ下記(a)、(b)のいずれにも該当していることが必要となります。）。さらに、1 歳 6 か月到

達時点において当該労働者又は配偶者が育児休業をしている場合で、これらの事情がある場合は、再度申請

することにより 2 歳到達日まで育児休業を延長することができます（育介法第5 条（4）、施行規則第6 条の 2）。 

(a) 保育所に入所を希望し、申込みをしているが、子供が 1 歳に達する日後の期間について、当面その

実施が行われない場合 
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(b) 子の養育を行っている子の親である配偶者で、子供が1歳に達する日後の期間について、常態として

当該子供の養育を行う予定であった者が、死亡や健康上の理由により子供の養育が困難になった場合等、

一定の事情に該当する場合 

育児休業は原則として同一の子について労働者一人につき1回限り取得することができますが（育介法第5条

（2））、産後 8 週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合は、再度父親が育児休業を取得することが

できるようになりました（育介法第5 条（2 括弧書））。 

② 賃金の支払い 

 雇用保険から「育児休業給付」が支給されます（雇用保険法第61 条の 7（1））。 

③ その他の関連制度 

3 歳までの子供を養育している労働者が利用できる制度として、短時間勤務制度の義務化（育介法第23 条）、

所定外労働の免除の義務化（育介法第 16 条の 8）、子供の看護休暇（育介法第 16 条の 2）の拡充などの制度

があります。 

働き方改革、少子化対策、男性の育児参加の推進などの政府による取り組みや社会の変化に応じて、関連

法令の改正が進んでおり、改正に応じた、就業規則の見直しや労働環境の改善が求められます。法令の規定

を上回る制度や独自の子育て支援制度を設けている企業も増えており、優秀な人材の確保のために、重要な

取り組みのひとつと言えます。 

 

２．タイ 

(1) 産休 

 労働者保護法（Labor Protection Act）第 41 条第 1 項により、1 回の出産につき、98 日まで産休を取得すること

ができます。出産前の検査のための休暇も、当該産休に含まれます。この産休期間中について、最大 45 日分ま

で、労働日と同額の賃金を受け取ることができます（同59 条）。 

(2) 育休 

 タイにおいては、育休についての法制度は存在していません。両親や祖父母に子供を預け、産休後すぐに職

場に復帰することも多いようです。会社によっては、育休制度を用意している場合もあるようです。 

(3) 社会保険による給付金 

 上記法制度とは別に、社会保険による給付金制度が存在しています。 

① 出産手当 

出産前の 15 か月間に、少なくとも 5 か月間の社会保険料を支払っている必要があります。 

・ 出産一時金：一回の出産につき 15,000 バーツ（回数制限なし） 

・ 産休補償給付金：平均賃金の 50%を 90 日分（2 回まで） 

・ 妊婦検診費用：以下の通り、5 回、合計1,500 バーツまで 

  妊娠12 週目まで   実際に支払った額（上限500 バーツ） 

  妊娠12 週目を超え 20 周目まで  実際に支払った額（上限300 バーツ） 

  妊娠20 週目を超え 28 周目まで  実際に支払った額（上限300 バーツ） 

  妊娠28 週目を超え 30 周目まで  実際に支払った額（上限200 バーツ） 

  妊娠32 週目を超え 40 周目まで  実際に支払った額（上限200 バーツ） 
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② 育児手当 

手当の対象となる月の前36 か月間に、少なくとも 12 か月間の社会保険料を支払っている必要があります。 

・ 子供1 人につき毎月800 バーツ（子供の出生から 6 歳になるまで。同時に 3 人まで。養子を除く。） 

３．マレーシア 

（1）出産休暇 

 マレーシアの雇用法（Employment Act 1955）は、女性労働者に対して 60 日間の出産休暇を取得する権利を認

めています。 

 産休・育休という区分はなく、この 60 日間の出産休暇を産前・産後にどのように振り分けるかは各労働者に委ね

られていますが、原則として、出産の 30 日よりも前から取り始めることはできず出産後から取り始めることもできな

いものとされています。 

（2） 出産手当 

 また雇用法は、 

  ① 出産の直前9 カ月の間に合計90 日以上その雇用主に雇用されており、 

  ② 出産の直前4 カ月のいずれかの時点でその雇用主に雇用されていたこと 

を条件として、出産休暇の間、女性労働者は雇用主から出産手当を受け取ることができる旨を定めています。出

産手当の額は、1 日の通常の賃金額又は人的資源大臣が定める計算方法で計算した額のうち有利な方の金額と

されています。ただし、その出産の時点で既に 5 人以上の生存する子どもを有する女性労働者は、出産手当を

受給する権利を有しません。 

 また、女性労働者は出産予定日の直前60日の間にその雇用主に出産予定日及び出産休暇を開始しようとする

日を通知しなければならず、通知を行わないままそのような休暇を開始したときは、雇用主は通知がなされるま

で女性労働者に対する出産手当の支払いを留保することができます。 

 なお、退職を控えた女性労働者であってその退職の日から 4 カ月以内に出産することを知っているかそう信じ

る理由がある者は退職の前にその雇用主に対して妊娠を通知しなければならず、これを行なわなかった場合に

は女性労働者はその雇用主から出産手当を受給する権利を与えられないものとされています。もっとも、通知を

行わなかったことに合理的な理由がある場合等にはこの限りではありません。 

（3） 解雇規制 

 雇用主は、女性労働者が出産休暇を取得する権利を有する期間中にその女性労働者の雇用契約を終了する

ことはできません（廃業を理由とする終了の場合を除く）。また、女性労働者が妊娠・出産に起因する疾病により業

務に適さない旨の登録医療従事者の診断を得て期間満了後も引き続き欠勤をするときは、期間満了後の欠勤が

90 日間を超えるまでは、その雇用主は当該女性労働者を解雇し、又は解雇の予告を行なうことができないとされ

ています。 

（4）適用範囲 

 マレーシアの雇用法は本来賃金が一定額（月額 RM2,000）以下の労働者等に対してのみ適用されるものとされ

ていますが、上記（1）から（3）で述べた規制は所得に関係なく雇用契約に基づいて勤務する全ての女性労働者

に適用されます。 
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４．ミャンマー 

(1) 産休・育休に関する法規制 

産休・育休に関しては、社会保障法（Social Security Law）及び休暇及び休日法（Leave and Holidays Act）により

規定されています。 

(2) 社会保障法（Social Security Law） 

社会保障基金（Social Security Board）に加入している被保険者の労働者には、同法が適用されます。 

① 産休・育休の期間 

拠出期間が 12 か月間のうち 6 か月以上の場合、妊娠中の女性は合計 14 週間（産前 6 週間、産後 8 週間）

の産休を取得することができます。双子の場合は追加で4週間取得することができ、流産の場合は最大6週間

の産休を取得することができます。 

一歳未満の子どもを養子に迎えた場合、最大8 週間の育休を取得することができます。父親の育休は 15 日

間取得することができます。 

拠出期間が 12 カ月間のうち 6 か月に満たない場合、妊娠中の女性は合計12 週間（産前6 週間、産後6 週

間）の産休を取得することができます。流産の場合は最大 6 週間の産休を取得することができます。育休は認

められません。 

② 給付金 

拠出期間が 12 か月間のうち 6 か月以上の被保険者の労働者の場合、以下の現金給付を社会保障基金から

受けることができます。 

出産給付金…年間平均賃金の 70% 

出産費用手当…1人の場合1カ月の平均賃金の 50%、双子の場合1 カ月の平均賃金の 75%、三つ子の場合

1 カ月の平均賃金の 100% 

流産の場合…産休の期間の平均賃金の 70% 

父親の育休給付金…年間平均賃金の 70% 

父親の育休の出産費用手当…1人の場合1 カ月の平均賃金の 25%、双子の場合1 カ月の平均賃金の 37.5%、

三つ子の場合1 カ月の平均賃金の 50%。母親も被保険者である場合、同手当は受け取ることはできません。 

医療保障…母親に対する認可を受けた病院又はクリニックでの無償治療。1 歳までの子どもの治療 

(3) 休暇及び休日法（Leave and Holidays Act） 

社会保障基金に加入していない労働者には、同法が適用されます。 

① 産休・育休の期間 

休暇及び休日法に基づき、妊娠中の女性は合計 14 週間（産前 6 週間、産後 8 週間）の産休を取得すること

ができます。流産の場合は最大6 週間の産休を取得することができます。 

父親の育休は認められません。 

 

５．メキシコ 

メキシコでは、妊娠した女性は、産前産後各 6 週間の休暇を取得することができます。また、社会保険庁

（Instituto Mexicano del Seguro Social: IMSS）の病院または産業医など使用者が労働者に対して提供する医療サ

ービスの主治医の許可がある場合、当該労働者は、使用者の意向や当該労働者の仕事の性質を考慮し、産前休
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暇のうち最大 4 週間を産後休暇に変更することができます。さらに、子どもが何らかの障がいをもって生まれた場

合や、入院が必要な場合は、それを証明する診断書を以て産後休暇を最大8週間まで延長することも可能です。

この場合の休暇は給与100%が支給される有給休暇となります。 

なお、社会保険の被保険者が妊娠した場合、①給付金の支給開始日（出産予定日の 42 日前）以前 12 か月の

間に 30 週以上の社会保険料の納付があること、②IMSS の病院が発行する妊娠していること及び出産予定日が

記された診断書があること、③給付金対象期間に報酬を伴う仕事を行わないことを条件として、出産予定日の前

後42 日間、基準給与額（給与額に福利厚生を含めた額/Salario Base de Cotización: SBC）の 100%の額の給付金

を受け取ることができます。出産日が予定日と異なった場合は、産後 42 日間については実際の出産日より起算

され、これにより出産前の未就業期間が 42 日間を超える場合は、その超えた期間について、SBC の 60%額が支

給されます。この給付金を被保険者が受け取ることにより、使用者は、この休暇中の給与を、社会保障法で定めら

れた限度額まで支払う義務を免除されます。 

その他、妊娠や出産によって就業が困難な場合には、必要な期間この休暇を延長することが可能です。当該

延長期間については、労働者は 60 日間を超えない期間において給与の 50%の額を受け取る権利があります。 

また、乳児を養子とした場合、親となる女性労働者は、迎え入れた日の翌日から 6 週間の有給休暇を取得でき

ます。一方、男性の労働者に対しては、子どもが誕生した場合や養子を迎え入れた場合に 5 労働日の有給休暇

を与えることが使用者の義務として定められています。 

なお、 上記のほか、日本のように 1 歳未満の子を持つ労働者が子の養育のために取得する育児休業を認める

法制度はありません。 

 

６．バングラデシュ 

(1) 産休期間 

労働法にて、産前産後8 週間ずつの産休が定められています（労働法第47 条（3））。使用者は、産前10 週間

産後10 週間以内の女性の労働者に、重労働や長時間の立ち仕事、健康を害する可能性のある仕事をさせるこ

とはできません（労働法第45 条（3））。 

(2) 出産給付金 

出産前に 6 か月以上勤務している労働者は、産前8 週間産後8 週間について出産給付金を受ける権利があ

ります（労働法第46 条（1））。ただし、既に 2 人以上の子供がいる場合は、出産給付金支給の対象外です（同条

（2））。年次有給休暇および医療休暇は与えられ、更に休暇が必要な場合は、使用者は無給休暇を与えることが

できます（労働規則第38 条）。出産給付金支給の対象となっている労働者は、出産8 週間前または産後7 日以

内に口頭もしくは書面にて使用者に申請しなければならず（同条（1）（2））、出産給付金の申請は、労働規則に様

式（Form17、18、19）が提供されています（労働規則第39 条）。出産給付金の支給時期について、対象となる労

働者の希望に応じて、産前8 週間以内である旨の医師による証明書の発行日から 3 日以内に産前8 週間の出

産給付金の支給、出産証明書の発行日から 3 日以内の産後8 週間の出産給付金の支給等が可能です（労働法

第47 条（4））。出産給付金額は、申請があった日の直近3 か月の実働賃金をもとに算出され、現金で支給されま

す（労働法第48 条（1）(2)）。産前6 か月産後8 週間以内に、十分な理由なく解雇が通知された場合でも、出産給

付金を受ける権利は失われません（労働法第50 条）。出産給付金に関する規定に違反した場合は、25,000 タカ

以下の罰金が科せられます（労働法第286 条）。 
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(3) 育休 

バングラデシュでは、育児休業・育児休暇についての規定はありませんが、独自に休暇制度をもうける民間企

業もあり、使用者の裁量に任されています。 
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